
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 28年 9月 1日 第 28‐15号 

 

 

 

 

 

 

飼い犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けましょう。      ⑪ページ 

 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
④ぺージ    http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 

           ⑥市有地を一般競争入札で売却します                        
  
案内書や各種書類は、資産経営課での受取りか、市ホームページからダウンロードしてくださ

い。物件の土地調書の閲覧は、9月 26日（月）までです。物件の詳細については、お問い合わせ

ください。 

物件 

番号 
所在地 地目 面積 

最低公売価格                  

（１平方メートル

あたりの単価）        

1 

笠間市石井字精進場 923-1 宅地 
115.06平方

メートル 
計 164.92 

平方メートル 

（計49.97坪） 

  

2,540,000円 

笠間市石井字精進場 923-6 宅地 
49.86平方

メートル 

（15,400円） 

    

2 笠間市市野谷字巴川 3-43 雑種地 
287.00平方メートル 3,820,000円 

（86.96坪） （13,300円） 

※物件はすべて、現状のまま落札者に売却します。 

※入札は、物件番号順に行います。受付時間は物件毎に異なります。 

入札日 9月 30日（金） 

会場 笠間市役所本所 教育棟 2-1会議室（笠間市中央 3-2-1） 

問 資産経営課（内線 573） 

     ⑦個別的労使紛争のあっせんに係る無料労働相談会を開催します                     
  
 解雇、賃下げなど労働関係のトラブルにお悩みの方、県労働委員会の労働委員が、相談に応じます。 

回 日時 会場 

1 10月 1日（土）午後 1時～4時 30分 
いばらき就職・生活総合支援センター 

（水戸市三の丸 1-7-41） 

2 10月 20日（木）午後 5時～7時 労働委員会事務局（県庁 23階）（水戸市笠原町 978-6） 

3 11月 10日（木）午後 5時～7時 労働委員会事務局 

※第 2回目、3回目は電話による相談も受け付けます。 

※事前予約制 

申込方法 前日までに電話でお申し込みください。 

申・問 茨城県労働委員会事務局 ℡ 029-301-5563 

 

 
  
可燃ごみの中に不燃ごみが混ざっていた

り、可燃ごみとして出せる物が不燃ごみとし

て出されていることが見受けられます。 

可燃ごみを焼却するときに不燃ごみが混ざ

っていると、焼却設備に不具合を起こすなど

処理に支障をきたしますので、可燃ごみの中

には、不燃ごみを絶対に入れないでください。 

 また、不燃ごみの中に、ビニール・プラス

チック等の可燃ごみや、再生可能な資源ごみ

(缶、びん等)が入っていることもありますの

で、ごみの減量化と再資源化のため、正しく

分別して集積所に出すようお願いします。 

問 環境保全課（内線 127） 

 

⑧可燃ごみ・不燃ごみは分別して出しま 

しょう 

 ⑨米の放射性物質検査結果について   
  
平成 28年産の米について、茨城県で放射

性物質の検査を実施したところ、市内で採取

した玄米からは検出されませんでした。 

この検査結果により、市内で生産されるす

べての米について安全性が確認され、出荷販

売等ができるようになりましたのでお知ら

せします。 

問 農政課（内線 528） 

          ㉔かさま消費者大学の参加者を募集します                      
  
近年、高齢化の急速な進展に伴い、不当・架空請求や悪質な訪問販売など高齢者をターゲット

にした消費者トラブルが後を絶たず、年々その手口も巧妙化しています。 

 高齢者の消費者トラブルを防ぐには、周りにいる人たちが常に気を配り、地域で見守ることが

大切です。 

消費生活センターでは、昨年度に引き続き「かさま消費者大学 ～消費生活マイスター養成講

座～ 」を開催します。あなたも地域で高齢者を見守る「消費生活マイスター」になってみませ

んか？消費者問題について学びたい方も大歓迎です！参加費は無料です。 

回 期日 内容 講師 

1 10月 8日（土） 開校式・消費者のための法律知識 
国士舘大学大学院教授 

山口
やまぐち

 康夫
や す お

さん 

2 10月 15日（土） 
高齢者の見守り地域ネットワーク 

（先進事例） 
（公財）消費者教育支援センター 

3 11月 5日（土） 
高齢者の消費者トラブル 

（見守りの必要性） 
弁護士 安彦

あ び こ

 和子
か ず こ

さん 

4 11月 12日（土） 地域に根差した見守り体制 笠間市地域包括支援センター 

5 11月 19日（土） 

ロールプレーイング 

（「見守り活動」身近なあなたにで

きること） 

笠間市消費生活センター 

6 11月 26日（土） 
修了式・シンポジウム 

（地域の高齢者をみんなで守ろう） 

弁護士 安彦 和子さん 

国士舘大学大学院教授  

山口 康夫さん 

時間 午後 1時 30分～3時 30分 

会場 岩間公民館 第 2会議室（市民センターいわま 3階：笠間市下郷 5140） 

対象 市内に在住または勤務する方（高校生以上）※高校生は保護者の同意が必要です。 

定員 40名（先着順）※全 6回受講することを原則です。 

申込方法 笠間市消費生活センターに直接、電話または FAXでお申し込みください。 

お申し込みの際は、名前、住所、連絡先をお願いします。 

申込締切 9月 30日（金) 

受付時間 午前 9時～正午、午後 1時～4時（日・月・祝日を除く） 

申・問 笠間市消費生活センター ℡・FAX 0296-77-1313 

  ㉕佐藤直子プロの地域ふれあいテニス交流体験の参加者（親子）を募集します     
  
世界的に有名なプロテニスプレーヤーの佐藤

さ と う

直子
な お こ

さん（全豪ダブルス準優勝・ウィンブルドン

14年連続出場）が、全国各地で開催している地域ふれあいテニス教室が笠間市で開催されます。 

 室内で行う遊びを取り入れた楽しいテニスイベントで、初心者の方も大歓迎です。直子さんと

一緒に親子でテニスを楽しんでみませんか。 

日時 10月 8日（土）午前 10時～正午（受付：午前 9時 30分～） 

会場 笠間市民体育館（笠間市石井 2068-1） 

内容 室内で行うスポンジテニスで、親子でテニスを楽しみます。 

講師 プロテニスプレーヤー 佐藤 直子さん 

対象 5歳～小学生の親子（親 1人と子ども 2人での参加も可能） 

定員 70組（先着順） 

参加費 1人 500円（保険代込み） 

持ち物 室内シューズ、飲み物、タオル（ラケットは貸し出します。） 

申込方法 ①住所、②参加者氏名・年齢、③電話番号を、直接または電話でお申し込みください。 

申込開始 9月 8日（木） 

受付時間 午前 8時 30分～午後 4時 30分 ※9月 20日（火）、10月 5日（水）は休館日 

申・問 笠間市民体育館（担当：村井） ℡ 0296-72-2101  


